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一般質問

外
国
籍
児
童
・
生
徒
へ
の 

教
育
支
援
体
制
の
充
実
に
つ
い
て

質
問　

①
日
本
語
が
全
く
話
せ
な
い

外
国
籍
児
童
・
生
徒
へ
の
対
応
や
、

外
国
籍
保
護
者
と
の
意
思
疎
通
に
お

い
て
、
市
立
小
・
中
学
校
の
担
任
教

員
が
困
難
を
抱
え
て
い
る
ケ
ー
ス
が

あ
る
。
通
訳
支
援
・
翻
訳
ツ
ー
ル
の

提
供
、
多
言
語
対
応
の
外
国
籍
保
護

者
向
け
資
料
の
整
備
等
、
市
と
し
て

ど
の
よ
う
な
支
援
を
行
っ
て
い
る
か
。

ま
た
、
今
後
の
対
応
方
針
は
。

　

②
市
立
小
・
中
学
校
で
使
用
し
て

い
る
電
子
教
材（
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
、

学
習
支
援
ソ
フ
ト
な
ど
）
に
お
け
る

多
言
語
対
応
の
状
況
（
対
応
言
語
の

種
類
、
活
用
状
況
）
は
。

教
育
長　

①
学
習
者
用
端
末
に
つ
い

て
は
、
ブ
ラ
ウ
ザ
の
翻
訳
機
能
の
活

用
に
よ
り
数
多
く
の
言
語
に
対
応
で

き
る
こ
と
か
ら
、
教
員
と
外
国
籍
児

童
・
生
徒
及
び
保
護
者
と
の
意
思
疎

通
に
お
い
て
活
用
し
て
い
る
事
例
も

あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
今
後
に
つ

い
て
も
同
機
能
の
活
用
を
促
す
と
と

も
に
、
引
き
続
き
、
帰
国
・
外
国
人

児
童
・
生
徒
に
対
し
て
日
本
語
指
導

員
を
派
遣
す
る
な
ど
の
支
援
を
継
続

し
て
い
く
。

　

②
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
は
多
言
語
対

応
は
し
て
い
な
い
が
、令
和
７
年
度
、

小
・
中
学
校
の
全
学
年
に
導
入
し
た

授
業
支
援
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
日

本
語
の
ほ
か
、
英
語
及
び
中
国
語
に

対
応
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

天
神
町
の
デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て 

市
民
へ
情
報
提
供
と
環
境
対
策
を

質
問　

①
天
神
町
の
デ
ー
タ
セ
ン
タ

ー
建
設
に
向
け
た
土
地
利
用
構
想
に

対
し
て
、
令
和
７
年
２
月
に
出
さ
れ

た
市
長
の
助
言
に
対
す
る
事
業
者
か

ら
の
見
解
の
進
捗
状
況
は
。

　

②
事
業
主
等
が
変
わ
っ
た
が
、
デ

ー
タ
セ
ン
タ
ー
の
新
し
い
事
業
主
に

は
再
度
住
民
向
け
説
明
会
か
ら
始
め

て
も
ら
う
べ
き
で
は
な
い
か
。

市
長　

①
助
言
に
対
す
る
事
業
主
か

ら
の
見
解
は
ま
だ
示
さ
れ
て
い
な
い
。

　

②
土
地
利
用
構
想
の
概
要
等
に
変

更
が
な
い
た
め
再
度
説
明
会
か
ら
や

り
直
す
指
導
は
し
て
い
な
い
が
、
周

辺
住
民
へ
丁
寧
に
説
明
し
、
不
安
解

消
に
努
め
る
よ
う
指
導
し
て
い
る
。

ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
シ
テ
ィ
実
現
に 

向
け
て
や
る
べ
き
こ
と

質
問　

①
一
般
的
な
電
気
プ
ラ
ン
か

ら
再
エ
ネ
100
の
プ
ラ
ン
に
切
り
替
え

る
と
、
最
大
１
万
５
千
円
相
当
の
還

元
が
受
け
ら
れ
る
世
田
谷
区
の
よ
う

な
取
組
を
実
施
で
き
な
い
か
。

　

②
教
室
の
断
熱
化
を
小
平
市
で
も

進
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

市
長　

①
他
自
治
体
の
実
施
状
況
を

参
考
に
し
な
が
ら
研
究
し
て
い
く
。

教
育
長　

②
６
年
度
、
小
平
第
十
五

小
学
校
と
小
平
第
三
中
学
校
で
最
上

階
の
教
室
の
窓
に
遮
熱
フ
ィ
ル
ム
貼

り
を
試
行
し
た
。
効
果
を
確
認
で
き

た
の
で
残
り
の
学
校
も
順
次
進
め
る
。

市
政
の
信
頼
回
復
に
向
け
て
／

（
仮
称
）地
域
応
援
奨
学
金
を
創
設
せ
よ

福
室
英
俊
議
員

（
自
民
党
小
平
政
和
会
）

障
が
い
が
あ
っ
て
も
、
安
心
し
て 

自
分
ら
し
く
暮
ら
す
支
援
に
つ
い
て

質
問　

①
緊
急
時
の
対
応
に
相
談
支

援
を
総
合
的
に
行
う
基
幹
相
談
支
援

セ
ン
タ
ー
の
設
置
を
す
べ
き
で
は
。

　

②
国
が
基
本
方
針
で
示
す
拠
点
コ

ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
配
置
状
況
は
。

　

③
移
動
支
援
は
、
利
用
者
ニ
ー
ズ

に
対
し
て
十
分
提
供
で
き
て
い
る
か
。

市
長　

①
現
在
、
他
自
治
体
の
状
況

を
踏
ま
え
設
置
を
検
討
し
て
い
る
が
、

緊
急
時
は
、
地
域
生
活
支
援
拠
点
等

事
業
で
対
応
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

②
人
材
確
保
に
課
題
が
あ
り
、
現

状
、市
が
そ
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

　

③
障
害
者
団
体
か
ら
は
利
用
時
間

数
の
拡
大
等
の
要
望
が
あ
り
、
事
業

改
善
等
の
必
要
性
を
研
究
し
て
い
る
。

も
っ
と
本
に
触
れ
合
う
た
め
の 

図
書
館
、
学
校
図
書
館
に
つ
い
て

質
問　

①
子
育
て
世
代
が
本
に
触
れ
、

自
分
の
時
間
を
過
ご
す
た
め
の
託
児

付
き
図
書
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
は
。

　

②
市
立
全
校
に
学
校
司
書
を
配
置

し
た
こ
と
で
の
効
果
と
課
題
は
。

教
育
長　

①
こ
ど
も
と
保
護
者
を
招

待
し
て
親
子
別
々
に
ゆ
っ
く
り
過
ご

す
イ
ベ
ン
ト
「
休
館
日
の
図
書
館
へ

よ
う
こ
そ
」
や
保
育
付
き
講
座
等
を

し
て
お
り
引
き
続
き
実
施
し
て
い
く
。

　

②
効
果
は
読
み
聞
か
せ
な
ど
に
よ

る
児
童
等
の
読
書
意
欲
の
向
上
等
で
、

課
題
は
市
立
図
書
館
と
の
連
携
を
よ

り
進
め
る
学
校
図
書
館
運
営
で
あ
る
。

地
域
生
活
支
援
拠
点
等
に
つ
い
て
／

も
っ
と
本
に
触
れ
合
う
た
め
に

柴
尾
ひ
ろ
み
議
員

（
生
活
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）

市
政
の
信
頼
回
復
に
向
け
た 

三
役
の
給
料
の
在
り
方
に
つ
い
て

質
問　

児
童
扶
養
手
当
の
誤
支
給
や

生
活
保
護
申
請
者
の
無
断
撮
影
等
、

市
で
生
じ
た
近
年
の
不
祥
事
に
つ
い

て
、
市
長
の
責
任
の
認
識
は
。

市
長　

い
ず
れ
の
事
案
も
、
市
民
に

多
大
な
迷
惑
と
心
配
を
か
け
、
市
を

代
表
す
る
立
場
と
し
て
深
く
お
詫
び

す
る
。
市
政
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
市
長

と
し
て
責
任
を
重
く
受
け
止
め
て
い

る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
事
案
は
、
事
務
の

執
行
体
制
に
課
題
が
あ
っ
た
も
の
、

職
員
の
服
務
規
律
に
関
す
る
も
の
な

ど
、
発
生
の
状
況
や
原
因
に
違
い
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
事
案
ご
と
に
適
切

な
再
発
防
止
策
を
講
じ
、
市
民
の
信

頼
回
復
に
全
力
で
取
り
組
ん
で
い
く
。

（
仮
称
）地
域
応
援
奨
学
金
を
創
設
せ
よ

質
問　

消
防
団
員
に
な
る
こ
と
を
条

件
と
し
た
市
独
自
の
奨
学
金
制
度
を

創
設
で
き
な
い
か
。

市
長　

奨
学
金
制
度
に
よ
り
若
年
層

へ
の
経
済
的
支
援
を
図
り
、
若
手
の

人
材
確
保
や
消
防
団
活
動
へ
の
理
解

促
進
に
一
定
の
効
果
が
期
待
で
き
る
。

一
方
、
団
員
対
象
の
奨
学
金
を
制
度

化
し
た
自
治
体
か
ら
は
、
卒
業
等
を

契
機
に
在
籍
が
継
続
し
な
い
場
合
も

あ
る
と
聞
い
て
お
り
、
継
続
性
に
課

題
が
あ
る
。
今
後
は
他
自
治
体
の
事

例
等
も
踏
ま
え
、
若
手
層
の
入
団
促

進
策
全
体
の
中
で
研
究
し
て
い
く
。

発
達
検
査
の
待
機
期
間
解
消
を
／

受
益
者
負
担
の
検
討
に
係
る
情
報
公
開

外
山
ま
な
み
議
員

（
自
民
党
小
平
政
和
会
）

不
登
校
児
童
・
生
徒
へ
の 

給
食
支
援
に
つ
い
て

質
問　

①
不
登
校
児
童
・
生
徒
が
学

校
給
食
を
食
べ
ら
れ
な
い
現
状
に
つ

い
て
、
市
と
し
て
の
認
識
は
。

　

②
不
登
校
児
童
・
生
徒
に
対
す
る

給
食
支
援
の
必
要
性
へ
の
見
解
は
。

教
育
長　

①
家
庭
で
十
分
な
栄
養
を

摂
取
で
き
な
い
場
合
、
健
康
面
で
の

影
響
が
生
じ
、
食
育
指
導
を
通
じ
た

栄
養
バ
ラ
ン
ス
な
ど
へ
の
理
解
が
進

ま
な
い
状
況
に
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。

　

②
学
校
以
外
の
場
所
で
児
童
・
生

徒
に
給
食
を
提
供
す
る
た
め
に
は
、

衛
生
管
理
や
配
送
等
の
人
員
を
確
保

す
る
こ
と
な
ど
の
課
題
が
あ
る
た
め
、

現
時
点
で
は
難
し
い
と
捉
え
て
い
る
。

公

立

中

学

校

の 
制
服
リ
ユ
ー
ス
事
業
に
つ
い
て

質
問　

①
現
在
、
公
立
中
学
校
の
制

服
購
入
費
が
家
庭
の
負
担
に
な
っ
て

い
る
と
い
う
認
識
は
あ
る
か
。

　

②
市
と
し
て
学
校
や
地
域
と
連
携

し
た
制
服
リ
ユ
ー
ス
事
業
の
導
入
を

検
討
で
き
な
い
か
。

教
育
長　

①
学
生
服
の
価
格
は
、
中

学
校
で
異
な
る
が
、
令
和
６
年
度
の

市
内
公
立
中
学
校
の
平
均
額
は
、
男

子
が
約
５
万
円
、
女
子
が
約
５
万
９

千
円
で
、
一
定
の
負
担
が
あ
る
と
捉

え
て
い
る
。

　

②
Ｐ
Ｔ
Ａ
等
が
学
生
服
等
の
リ
ユ

ー
ス
体
制
を
構
築
し
て
い
る
た
め
、

新
た
な
取
組
を
行
う
予
定
は
な
い
。

東
京
都
の
支
援
事
業
を
活
用
し
て 

発
達
検
査
の
待
機
期
間
の
解
消
を

質
問　

①
待
機
期
間
短
縮
を
図
る
東

京
都
の
発
達
検
査
体
制
整
備
支
援
事

業
を
33
自
治
体
が
活
用
し
て
い
る
が
、

小
平
市
が
活
用
に
至
ら
な
い
要
因
は
。

　

②
長
い
待
機
期
間
が
こ
ど
も
の
発

達
や
保
護
者
の
精
神
的
負
担
に
与
え

る
影
響
を
市
は
ど
う
認
識
し
、
他
市

と
の
差
を
ど
う
説
明
す
る
の
か
。

　

③
い
つ
ま
で
に
補
助
金
申
請
や
医

療
機
関
と
の
協
定
締
結
を
行
う
の
か
。

市
長　

①
医
療
機
関
と
の
関
係
構
築

等
の
課
題
が
あ
る
。
市
で
は
様
々
な

事
業
で
こ
ど
も
の
相
談
を
受
け
て
お

り
、
発
達
検
査
を
受
け
な
く
て
も
療

育
に
つ
な
が
る
連
携
を
行
っ
て
い
る
。

　

②
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は

早
期
療
育
に
取
り
組
む
こ
と
で
保
護

者
の
負
担
軽
減
や
、
こ
ど
も
の
発
達

に
影
響
が
出
な
い
よ
う
努
め
て
い
る
。

こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
で
は
保
健
師

の
個
別
相
談
等
で
不
安
軽
減
に
つ
な

が
る
よ
う
支
援
し
て
い
る
の
で
他
市

と
の
差
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

　

③
現
在
、
補
助
金
申
請
に
向
け
た

医
療
機
関
と
の
協
定
の
予
定
は
な
い
。

公
共
施
設
受
益
者
負
担
の
検
討
に
お
け
る 

情
報
公
開
の
在
り
方
に
つ
い
て

質
問　

公
民
館
、
地
域
セ
ン
タ
ー
の

総
コ
ス
ト
の
う
ち
使
用
料
と
税
金
の

割
合
を
整
理
、
公
表
す
る
考
え
は
。

市
長　

現
在
試
算
を
行
っ
て
い
る
。

今
後
、
公
表
す
る
予
定
で
あ
る
。

広
聴
広
報
特
別
委
員
会

�

委
員
長　

三
輪　

博
美

　

令
和
５
年
５
月
22
日
の
設
置
以
来
、

調
査
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。前
回
の

中
間
報
告（
令
和
７
年
２
月
）以
降
の

経
過
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

○
期
間　

令
和
７
年
３
月
18
日
～

令
和
８
年
１
月
13
日
（
計
12
回
）

〇
主
な
内
容　

・
次
回
の
議
会
報
告
会
に
つ
い
て

・
こ
だ
い
ら
市
議
会
だ
よ
り
の
編
集

に
つ
い
て　

外

都
市
基
盤
整
備
調
査
特
別

委
員
会

�

委
員
長　

さ
と
う　

悦
子

　

令
和
７
年
６
月
３
日
の
設
置
以
来
、

調
査
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
経
過
の

概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

○
期
間　

令
和
７
年
６
月
３
日
～

令
和
８
年
１
月
14
日
（
計
５
回
）　

〇
主
な
内
容　

・
都
市
計
画
道
路
等
の
整
備
状
況
に

つ
い
て

・
小
川
駅
西
口
地
区
市
街
地
再
開
発

事
業
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て　

外

公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

調
査
特
別
委
員
会

�

委
員
長　

伊
藤　

央

　

令
和
７
年
６
月
３
日
の
設
置
以
来
、

調
査
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
経
過
の

概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

○
期
間　

令
和
７
年
６
月
３
日
～

令
和
８
年
１
月
15
日
（
計
５
回
）　

〇
主
な
内
容

・
令
和
７
年
度
の
小
平
市
公
共
施
設

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
取
組
内
容
に
つ
い

て
（
そ
の
１
）
～
（
そ
の
３
）

・
近
隣
市
視
察
（
群
馬
県
富
岡
市
）

小
平
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

全
体
構
想
特
別
委
員
会

�

委
員
長　

吉
本
ゆ
う
す
け

　

令
和
７
年
６
月
３
日
の
設
置
以
来
、

調
査
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
経
過
の

概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

○
期
間
　
令
和
７
年
６
月
３
日
～

令
和
８
年
１
月
16
日
（
計
４
回
）
　

〇
主
な
内
容

・
小
平
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ

ン
全
体
構
想
の
改
定
に
つ
い
て
（
そ

の
１
）
～
（
そ
の
３
）

　

３
月
定
例
会
初
日
に
各
委
員
長
が
行
っ
た
特
別
委
員
会
の
中
間
報
告
は
次

の
と
お
り
で
す
。

特
別
委
員
会
中
間
報
告

特
別
委
員
会
中
間
報
告

外
国
籍
児
童
・
生
徒
へ
の

教
育
支
援
体
制
の
充
実
に
つ
い
て

比
留
間
洋
一
議
員

（
自
民
党
小
平
政
和
会
）

デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー
の
情
報
提
供
等
を
／

ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
シ
テ
ィ
に
向
け
て

水
口
か
ず
え
議
員

（
ま
ち
づ
く
り
市
民
こ
だ
い
ら
）

不
登
校
児
童
・
生
徒
の
給
食
支
援
／

公
立
中
学
校
の
制
服
リ
ユ
ー
ス
事
業

中
倉
茂
和
議
員

（
市
議
会
れ
い
わ
新
選
組
）

用
語
の
解
説

用
語
の
解
説

※
１　

Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
と
は

　

Evidence-Based Policy Making

（
証
拠
に
基
づ
く
政
策
立
案
）の
略

語
で
、政
策
の
企
画
に
つ
い
て
政

策
目
的
を
明
確
化
し
、合
理
的
根

拠
に
基
づ
く
も
の
と
す
る
こ
と
。

※
２　
フ
ロ
ン
ト
ヤ
ー
ド
改
革
と
は

　

市
民
と
行
政
と
の
接
点
を
見
直

し
、
市
民
の
利
便
性
向
上
と
業
務

効
率
化
を
図
る
こ
と
。

※
３　

ス
リ
ー
・
エ
ッ
ク
ス
・
ス

リ
ー
と
は

　

３
人
制
の
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル

の
こ
と
。

※
４　

日
本
版
Ｄ
Ｂ
Ｓ
と
は

　

い
わ
ゆ
る
こ
ど
も
性
暴
力
防
止

法
の
こ
と
。こ
ど
も
と
接
す
る
仕

事
に
就
く
人
の
性
犯
罪
歴
を
確
認

す
る
、イ
ギ
リ
ス
の
Ｄ
Ｂ
Ｓ（Disclo 

sure and Barring Service

）制
度
を

導
入
す
る
形
で
法
律
が
成
立
し
た

た
め
日
本
版
Ｄ
Ｂ
Ｓ
と
い
わ
れ
る
。


